
Ｖポイント付き定期預金規定 

 

お預入れのＶポイント付き定期預金につきましては、本規定によりお取扱いさせていただきます。 

 

第１条 預入金額 

Ｖポイント付き定期預金（以下「この預金」といいます。）の１口あたりの預入金額は、１０万円以上、１円単位としま

す。 

 

第２条 預入期間 

 この預金の預入期間は１年です。 

 

第３条 預金の預入れ 

１．この預金口座への預入れは、普通預金口座からの振替えによる預入れとなります。 

２．この預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他の証券などの取立てを必要とするものは、入金（預入

れ）することができません。 

 

第４条 自動継続 

１．この預金は、満期日に、１年後の応当日を新たな満期日としたＶポイントト付き定期預金に自動的に継続しま

す。継続された預金についても同様とします。 

２．この預金の継続後の利率は、継続日における、継続日を預入日として１年後の応当日を満期日とする預入金

額に応じたＶポイント付き定期預金の当社所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について、

別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

３．自動継続を停止するときは、満期日の２営業日前までにインターネットバンキング／テレフォンバンキングにて

その旨を申出てください。この申出があったときは、この預金の預入金は満期日以後に支払います。 

 

第５条 利息 

１．この預金の利息は、預入日（継続をしたときは、その継続日。以下同じです。）から満期日の前日までの日数な

らびに預入日における１年後の応当日を満期日とする預入金額に応じたＶポイント付き定期預金の当社所定

の利率（継続後の預金については、第４条第２項の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。）に

よって計算し、満期日に指定口座に入金する方法により支払います。 

２．継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金の預入金とともに支払います。なお、満期

日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について、解約日における普通預金の利率によって

計算します。 

３．当社がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日（継続をし

たときは、最後の継続日。）から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第３位

以下は切捨てます。）によって計算し、この預金の預入金とともに支払います。 

６か月未満 解約日における普通預金の利率 

６か月以上１年未満 約定利率×５０％ 

４．この預金の利付単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

 

第６条 預金の解約 

この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

 

第７条 届出事項の変更等 

１．名称、住所、印章その他の届出事項に変更があったとき、または印章を失ったときは、ただちに当社に届出て

ください。この届出の前に生じた損害については当社は責任を負いません。 

２．前項１の届出前に、印章を失った旨の電話による通知があった場合にも、すみやかに当社所定の書面  に

て当社に届け出てください。 

３．印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当社所定の手続きをした後に行います。この場合、相当



の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

 

第８条 本人確認 

この預金の解約、届出事項の変更等の際、使用されたパスワード、暗証番号、印章を当社届出のものと相当の注

意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの届出に偽造、変造その他の事故があって

もそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 

 

第９条 譲渡、質入れの禁止 

１．この預金は、譲渡または質入れすることはできません。 

２．当社がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。 

 

第１０条 保険事故発生時における預金者からの相殺 

１．この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対

する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することが

できます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債

務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の

取扱いとします。 

２．第１項により相殺する場合の手続については、次によるものとします。 

（１）相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定のうえ、

当社所定の書類をただちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合に

は当該債務から、また当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から、

それぞれ相殺されるものとします。 

（２）第１号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。 

（３）第１号による指定により、債権保全上支障が生ずるおそれがあるときには、当社は、遅延なく異議を述べ、

担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

３．第１項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を

相殺通知が当社に到着した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限

前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。 

４．第１項により相殺する場合の外国為替相場については当社におけるこの相殺の計算実行時の相場を適用する

ものとします。 

５．第１項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その

定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合

においても相殺することができます。 

 

以 上 

（2024 年 9 月 2 日現在） 


